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令和８年度  

茨城町省エネ家電買換え促進物価高騰対策事業

補助金 

申請の手引き 
 

 ～ 購入前に必ずご確認ください ～ 

●補助金の交付対象となるのは、以下のすべてに該当する場合のみです。  

□茨城県内に所在する販売店又は事業所で購入した家電である 

     インターネット販売や通信販売での購入は対象となりませんのでご注意ください。  

□家電は「買換え」に該当する  

□中古品ではなく、新品の購入である 

□補助対象家電・対象要件を満たしている（詳しくは本手引きＰ.２参照） 

    ◎エアコン・冷蔵庫は、省エネラベルに記載される、省エネ基準達成率を満たした製品 

のみ補助対象です。  

【エアコンの場合】 目標年度：2027 年度 省エネ基準達成率：100％以上 

【冷蔵庫の場合】  目標年度：2021 年度 省エネ基準達成率：100％以上 

 

 

 

 

 

 

 

□購入・申請の両方の時点で茨城町民である 

□申請時点で、申請者及びその世帯員に、町税及び町の国民健康保険税の滞納がない  

□購入・設置・申請が令和８年８月１日（土）から令和９年１月 29 日（金）までである 

●レシート等にメーカー名や商品名、型番が記載されているかどうかご確認ください。 

販売店等により、レシートの様式が異なります。購入前や購入時によく確認し、記載の 

ない場合は販売店等にご相談ください。 

●必ず設置後に申請を行ってください。 

なお、申請は先着順です。 

期間内に購入した場合であっても、（設置後の）申請時点で予算額に到達した場合や  

申請期間を過ぎた場合など、申請できない可能性があります。 

 

 

 

このほか、必要書類や購入・申請期間など、重要な事項を本手引きに記載しておりますの

で、必ず本手引きの内容をご確認のうえ、お手続きください。 
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1 補助対象者   

以下の要件を全て満たす方が対象です。 

（１） 省エネ家電を購入及び交付申請した時点で、町内に居住し、本町の住民基本台帳に記

録されている方  

（２） 申請時点で、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方に町税及び町の国民健康保険

税の滞納がない方 

（３） 暴力団及び暴力団員等に該当しない方 

（４） 補助金を申請する年度内において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が、本 

補助金の交付の決定を受けていない方 

（５）省エネ家電へ買い換えるエアコン、冷蔵庫を特定家庭用機器再商品化法に基づき、適正 

に処理している方 

（６）転売等を目的とした購入でない方 

 

２ 補助対象家電・対象要件  

（１）補助対象家電 

品目 対象条件 

エアコン 
目標年度：2027 年度 

省エネ基準達成率：100％以上 

冷蔵庫 
目標年度：202１年度 

省エネ基準達成率：100％以上 

※省エネ基準達成率等については、省エネ型製品情報サイトより確認できます。

https://seihinjyoho.go.jp/index.html   省エネ型製品情報サイト 

 

（２）対象要件  

①令和 8 年 8 月 1 日（土）から令和 9 年１月 29 日（金）までに購入したものであること 

 ②茨城県内に所在する店舗又は事業所において購入したものであること 

 ※インターネット販売及び通信販売を除く 

 ③購入する補助対象家電が新品であること 

 ④買換えであること 

 ⑤申請者自らが居住する町内の住宅に設置するものであること 

 ⑥申請日において補助対象家電の設置が完了していること 

⑦購入する補助対象家電について、国や他の地方公共団体、本町が行う他の補助制度によ

る補助金の申請をしていないこと 

 

（３）補助対象家電の購入・設置・申請の期間 

  令和 8 年 8 月 1 日（土）～ 令和９年 1 月２９日（金）  

 

留意事項  

●申請期間中でも、補助申請額が予算額に達した場合、その日で申請の受付は終了となり

https://seihinjyoho.go.jp/index.html
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ます。なお、申請受付終了日に複数の申請があった場合は、抽選により交付・不交付を

決定します。  

●予算額の都合上、最後の方の交付額は、補助申請額満額に満たない場合があります。 

  【例】補助対象家電購入費用が 90,000 円で、予算残額が 20,000 円の場合  

補助金申請額：30,000 円 ⇒ 交付決定額：20,000 円   
 

３ 補助金額等  

補助率 補助上限金額 予算額 

補助対象家電本体の購入 

価格の 1/3 

（千円未満切り捨て） 

５万円 １，５００万円 

※補助金の交付は、１世帯につき１台までとします。 

※以下の費用は補助対象外となります。 

（１）補助対象家電の付属品、配送及び設置に関する費用 

（２）古い機器の処分にかかる費用 

（３）割引券、クーポン券及び販売店等のポイントで支払った費用  

（地域商品券「きらり」との併用も不可となります） 

（４）消費税及び地方消費税 

 

（例）15 万円のエアコン（省エネ基準達成率 100％以上の製品）を購入するにあたって、 

３万円を決済アプリのポイントで、12 万円をチャージした電子マネーで支払った 

 ⇒この場合、貯めていたポイントで支払った分は補助対象外ですが、アプリにチャー  

ジした 電子マネーは補助対象です。 

よって、補助金申請額は４万円（１２万円×１/３）となります 。 

 

４ 手続きの流れ  

（１）茨城県内に所在する販売店又は事業所で補助対象家電を購入 ※買換えが必要です 

 （２）申請書類を町みどり環境課に提出（窓口持参もしくは郵送） 

 （３）書類審査後、申請者に交付・不交付の決定通知を送付 

 （４）指定口座に補助金の振り込み（原則、申請があった月の翌月末頃の振込を想定しており

ます。ただし、申請が集中している場合は手続きが遅れる場合がございます。） 

※予算の残額等の状況については、町公式ホームページで随時更新します。 

  

５ 申請方法  

窓口持参もしくは郵送で申請してください。 
 

窓口持参の場合 

・申請先    茨城町役場１階 ８番窓口 みどり環境課 

・受付時間 平日の午前９時から午後５時まで ※正午から午後 1 時までは受付できません 
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郵送の場合  

宛先：〒311-3192  東茨城郡茨城町大字小堤１０８０番地 茨城町みどり環境課 宛 

 ※料金不足の郵便物については受理しませんので、ご注意ください。 

 ※書類の未達等の責任は茨城町で負いかねます。ご心配の場合は配達状況が確認できる方法 

をご利用ください。 

 

６ 申請時の必要書類  

 必 要 書 類 備 考 

①令和８年度茨城町省エネ家電買

換え促進物価高騰対策事業補助金 

交付申請書兼請求書（様式第 1 号）  

町公式ホームページもしくはみどり環境課窓口から取得可

能です。 

②レシートや領収書の写し 

※購入日、購入店舗、購入金額（本

体価格など支出内訳の記載がある

もの）、製品名等がわかるもの 

 

以下の内容が記載されているかご確認ください。 

●補助対象家電の購入費  

補助対象家電の購入費と、それ以外の費用（他の商品の

購入費、設置費・配送料等）が別に記載されていること 

●購入日、購入店舗及びその所在地 

●補助対象家電のメーカー、製品名、型番 

店舗等により、レシートに記載される内容が異なりま

す。購入時によく確認し、記載の無い場合は販売店等に

ご相談ください。 

③メーカー保証書の写し 
補助対象家電の製造者が発行した保証書の写し 

※メーカー発行以外の販売店発行等の保証書のみは不可 

④古い機器が設置されていたこと

がわかる写真及び補助対象家電を

新たに設置したことがわかる写真 

「買換え前の機器が設置されている写真」と「買換え後の

新しい機器が設置された写真」をご提出してください。 

⑤家電リサイクル券（排出者控）の

写し 

買換えに伴う古い機器の処理に係るものをご提出してくだ

さい。 

⑥補助対象家電の省エネルギー基

準達成率が確認できる資料 

補助対象家電のカタログ又は省エネ型製品情報サイト上で

当該家電を確認できるページなどを印刷したものをご提出

ください。 

⑦申請者本人の口座情報のわかる

書類等の写し 

次のうち、いずれか一方をご提出してください。 

・通帳（表紙を開けた見開き）の写し  

・アプリやインターネットバンキングの画面等（振込先口

座情報の確認できるもの）を印刷したもの  

※原則、申請者以外の方の口座への入金はできません。 

⑧申請時チェックリスト（表面・裏
面） 

申請に際して、注意事項や同意の確認のほか、書類に不備

のないよう、事前確認いただくものです。購入前に必ずお

読みいただき、全てのチェック欄にチェックをした上でご

提出ください。 
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 ★1 家電リサイクル券とは  

家電リサイクル法に基づき、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の４品目 

を適切にリサイクルするための券です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★2 省エネ型製品情報サイトでの確認方法  

① 省エネ型製品情報サイト【https://seihinjyoho.go.jp/index.html】にアクセスし、本サイト

内「エアコン」 もしくは「電気冷蔵庫」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 型番等で検索できるため、該当の製品を検索のうえ、確認・印刷等をしてください。 

 左表のように、省エネ基準 達成率等を確認できます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ先】茨城町みどり環境課 TEL:029-240-7135（直通） 

見本 

https://seihinjyoho.go.jp/index.html】にアクセスし、本サイト
https://seihinjyoho.go.jp/index.html】にアクセスし、本サイト
tel:029-240-7135（

